
知事連合会議（仮称）

委員長

議会代表者会議（仮称）

議長

九州広域行政機構（仮称）
★二元代表制の仕組み

[九州７県知事] [九州７県議会議員より選出]

九州広域行政機構（仮称）の「組織イメージ」①
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直接請求
（条例の制定・改廃 等）

包括的な外部監査 住民監査・住民訴訟
（違法・不当な公金支出 等）

★合議制



権

能

○執行機関
(機構の事務を管理・執行)

○各委員(知事)が各部門を
「分担管理」

○議事機関

○議決事件
・条例の制定・改廃
・予算の決定
・決算の認定 等

知事連合会議（仮称） 議会代表者会議（仮称）

九州広域行政機構（仮称）の「組織イメージ」②

７

・決算の認定 等

構

成

○九州７県知事

○合議制とすることで、

委員長への権限集中を回避

○九州７県議会議員より選出
・議員定数をどうするか？
・定数の各県配分をどうするか？

・選出方法をどうするか？ 等


